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旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
別
社
会
基
盤
事
業
者
が
特
定
重
要
電
子
計
算
機
を
導
入
し
た
と
き
の
届
出
の
義
務
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
特
別
社
会

基
盤
事
業
者
が
特
定
重
要
電
子
計
算
機
に
係
る
特
定
侵
害
事
象
等
の
発
生
を
認
知
し
た
と
き
の
報
告
の
義
務
を
規
定
す
る
。

二
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
別
社
会
基
盤
事
業
者
そ
の
他
の
事
業
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
と
の
間
で
、
当
該
利
用
者
を
通
信

の
当
事
者
と
す
る
通
信
情
報
の
う
ち
外
内
通
信
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
用
い
て
必
要
な
分
析
を
行
う
こ
と
等
を
内
容
と
す

る
協
定
を
締
結
し
、
通
信
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
外
通
信
特
定
不
正
行
為
に
関
係
す
る
外
外
通
信
、
外
内
通
信
又
は
内
外
通
信
が
電
気
通
信
事
業
者

に
よ
り
媒
介
さ
れ
る
国
外
関
係
通
信
に
含
ま
れ
る
と
疑
う
に
足
り
る
場
合
に
お
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
と
き
は
、
サ

イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
国
外
関
係
通
信
の
通
信
情
報
の
一
部
が
複
製
さ
れ
、
内
閣
総
理
大

臣
の
設
置
す
る
設
備
に
送
信
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



二

四
、
内
閣
総
理
大
臣
に
お
い
て
取
得
し
た
通
信
情
報
の
中
か
ら
一
定
の
要
件
を
満
た
す
機
械
的
情
報
の
み
を
選
別
す
る
措
置
を

講
ず
る
等
、
取
得
し
た
通
信
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

五
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
選
別
さ
れ
た
通
信
情
報
等
の
整
理
及
び
分
析
を
行
う
も
の
と
し
、
整
理
又
は
分
析
し
た
情
報
に
つ
い

て
、
国
の
行
政
機
関
、
特
別
社
会
基
盤
事
業
者
、
電
子
計
算
機
等
供
給
者
等
に
提
供
す
る
等
の
規
定
を
設
け
る
。

六
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
特
定
不

正
行
為
に
よ
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
情
報
共
有
及
び
対
策
に
関
す
る
協
議
会
を
組
織
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議
会
に
、

重
要
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
者
等
を
そ
の
同
意
を
得
て
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
サ
イ
バ
ー
通
信
情
報
監
理
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
任
務
と
し
て
、
国
等
の
重
要
な
電
子
計
算
機
等
に
対
す
る
不
正
な
行

為
に
よ
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
審
査
及
び
検
査
を
行
う
こ
と
を
定
め
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
通
信
の
秘
密
の
尊
重
、
国
会
に
対
す
る
報
告
事
項
の
具
体
化
並
び
に
二
、
三
及

び
四
の
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
た
検
討
規
定
の
創
設
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


